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入 札 説 明 書

岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事

資 料 一 覧

１．入札説明書（技術資料書式を含む）

２．工事発注概要書

３．工事請負契約書（案）

４．競争加入者心得・工事請負契約基準

５．「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」

（建設リサイクル法）の概要

令和 ３年 ７月 １日

国立大学法人岡山大学
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入 札 説 明 書

岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一

般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

１．公告日 令和 ３年 ７月 １日

２．契約担当官等

国立大学法人岡山大学 学長 槇野博史

３．工事概要等

（１） 工 事 名 岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事

（２） 工事場所 岡山県岡山市北区津島中三丁目 1番 1号（岡山大学津島団地構内）
（３） 工事概要 工事概要図面のとおり。

（４） 工 期 令和 ４年 ２月２８日（月）まで

（５） 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第

１０４号）」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義

務付けられた工事である。

（６） 本工事は、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格

確認資料（以下「資料」という。）の提出並びに入札等を電子入札システムにより行

う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ（http://portal02.ebid.mext.go.jp/top）
の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規定及び運用基準に基づき

行う。なお、電子入札システムにより難いものは、岡山大学長に承認願（任意様式）

を提出し承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

（７） 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、

申請書及び資料（以下、「技術資料」という。）を受け付け、価格以外の要

素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（実

績評価型）の工事である。

４．競争参加資格

（１） 国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程（以下「契約規程」という。）第６条及び

第７条の規定に該当しない者であること。

（２） 文部科学省における建築一式工事に係るＡ又はＢ等級の一般競争参加資格（令和

３・４年度）の認定を受けていること（会社更生法（平成 14年 法律第 154号）に
基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11年 法律第

225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の
決定後に文部科学省が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受け

ていること。）。

（３） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除

く。）でないこと。

（４） 平成１８年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、鉄骨鉄筋コンクリート

造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造で施工面積が１棟１，６００㎡以上の校舎、研究

施設、庁舎、事務所、病院・診療所の新営又は複合的(※)な改修工事を施工した実
績を有すること。（※複合的とは１室において床、壁及び天井のうち複数の部位を

改修することをいう。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が

２０％以上の場合のものに限る。）

経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のう
ち一者が上記の施工実績を有すること。

（５） 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。

① １級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは，次の者をいう。
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・１級建築士の資格を有する者

・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者

② 平成１８年度以降に元請として完成・引渡しが完了した上記（４）に掲げる工事

の施工の経験を有する者であること。

ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の監理技術者が同種工事の

経験を有していればよい。

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する

者であること。

④ 配置予定の監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるの

で、その旨を明示することができる資料を提出することとし、その明示がなされない

場合は入札に参加できないことがある。

⑤ 経常建設共同企業体については、全ての構成員が上記①に定める国家資格を有す

る監理技術者を配置できること。

（６） 競争参加者においては、工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工

事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績の建設工事のうち、平成３１年度、令

和元年度以降に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工

事成績評定表の評定点合計の各年度の平均が２年連続６５点未満でないこと。

（７） 技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事

の請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成１８年１月２０日付け１７文科施第

３４５号 文教施設企画部長通知）に基づく指名停止を受けていないこと。

（８） 上記３（１）に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。

（９） 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこ

と。

① 資本関係

次のいずれかに該当する二者の場合。

（イ）子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２）に規定

する子会社等をいう。以下同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する

親会社等をいう。以下同じ。）の関係にある場合

（ロ）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

② 人的関係

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、（イ）については，会社等（会

社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する会

社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第

２条第４号に規定する更生手続が存続中の会社等又は更正会社（会社更正法（平

成１４年法律第１５４号）第２条第７項に規定する更正会社をいう。）である場

合を除く。

（イ）一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員

のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に

兼ねている場合

１）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

（ⅰ）会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における

監査等委員である取締役

（ⅱ）会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締

役

（ⅲ）会社法第２条第１５号に規定する社外取締役

（ⅳ）会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合によ

り業務を執行しないこととされている取締役

２）会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

３）会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合

同会社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の定め

がある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。）
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４）組合の理事

５）その他業務を執行する者であって、１）から４）までに掲げる者に準ずる

者

（ロ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

（ハ）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その

他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

（10） 岡山県又は広島県内に建設業法に基づく許可を有する本店，支店又は営業所が所

在すること。

（11） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるも

のとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している

者でないこと。

① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人

若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその

経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うも

のとする。

なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する

暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しく

は営業所（常時、請負契約を締結する事務所をいう。）を代表するもので役員以

外の者をいう。

② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて

行うものとする。

（イ）有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第

三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。

（ロ）有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資

金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維

持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。

（ハ）有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非

難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。

（ニ）有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを

知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業

者。

③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するの

ではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判

断は警察当局で行うものとする。

５．設計業務等の受託者等

（１） 上記４（８）の「上記３（１）に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、

次に掲げる者である。

・株式会社小笠原設計

（２） 上記４（８）の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」

とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。

① 資本関係

設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合

（イ）子会社等と親会社等の関係にある場合

（ロ）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

② 人的関係

設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。た

だし、（イ）については、会社等の一方が民事再生法（平成１１年法律第２２５
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号）第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更正会社（会社更

正法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７項に規定する更正会社をいう。）

である場合は除く。

（イ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

（ロ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

（ハ）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合（共同企業体及び設計共同体を

含む。）とその構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係

又は人的関係があると認められる場合。

６．担当部局

〒７００－８５３０ 岡山市北区津島中一丁目１番１号

国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当

電話番号０８６－２５１－７１２３

ＦＡＸ ０８６－２５１－７１２８

E-mail sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp

７．競争参加資格の確認等

（１） 本競争の参加希望者は、上記４に掲げる競争参加資格を有することを証明するた

め、次に掲げるところに従い、技術資料を提出し、学長から競争参加資格の有無に

ついて確認を受けなければならない。

上記４（２）の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い技術資料を提出

することができる。この場合において、４（１）及び（３）から（11）までに掲げ
る事項を満たしているときは、開札の時において４（２）に掲げる事項を満たして

いることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を

受けた者が競争に参加するためには、開札の時において４（２）に掲げる事項を

満たしていなければならない。

なお、期限までに技術資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められ

た者は、本競争に参加することができない。

① 提出期間：令和３年７月２日（金）から令和３年７月１２日（月）まで

② 提出場所：上記６に同じ

③ 提出方法：電子入札システムにより提出すること。（運用時間をポータルサイト

にて確認すること。）

これにより難いものは、提出場所に持参（上記①の期間の土曜日、

日曜日及び祝日を除く９時から１７時。）又は郵送（書留郵便等の配

達記録が残るものに限る。提出期限内必着。）すること。

④ 提出様式： http://www.okayama-u.ac.jp/user/shisetsu/tender.html にて MS-Word
ファイルを入手可。

（２） 申請書は、別記様式１により作成すること。

（３） 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。

なお、①の同種の工事の施工実績及び③１）の配置予定の技術者の同種の工事の

経験については、平成１８年度以降かつ技術資料の提出期限の日までに、工事が完

成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。

① 施工実績（別記様式２）

上記４（４）に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別

記様式２に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は１件でよい。

② 競争参加者（企業）の工事成績評定（別記様式３）

建設工事における平成３１年度、令和元年度以降に完成した工事成績の各年度

の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。併せて、記載

した工事成績評定通知書の写しを提出すること。

③ 配置予定の技術者（別記様式４）

http://www.okayama-u.ac.jp/user/shisetsu/tender.html
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１） 配置予定技術者の資格・同種工事の施工経験

上記４（５）に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、

同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式４に記載

すること。記載する同種の工事の経験の件数は１件でよい。資格については、

証書の写しを添付すること。なお，配置予定の技術者として複数の候補技術者

の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載する

こともできる。

また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合にお

いて、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができ

なくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申

請書の取下げを行うこと。

他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができない

にもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止

を行うことがある。

２） 配置予定技術者の工事成績

同種工事の施工経験として挙げた工事が平成２９年度以降に完成したもので

あり、主任（監理）技術者又は現場代理人として施工した工事であれば、その

工事成績（ただし、工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事

成績評定要領作成指針」に基づく工事成績に限る）について別記様式４に記載

すること。併せて、記載した工事成績評定通知書の写し及び当該技術者が当該

工事に主任（監理）技術者又は現場代理人として従事していたことが判る書類

（CORINS等）を提出すること。

なお、当該工事成績評定点が６５点未満の場合は「競争参加資格なし」とな

るので注意すること。

３） 経常建設共同企業体の技術者の配置について

経常建設共同企業体での参加の場合には、各構成員ごとに配置予定の技術者

を別記様式４に記載すること。なお、同種工事の経験・工事成績については一

者の主任技術者又は監理技術者について記載し、他の構成員の配置予定の技術

者については、工事経験・工事成績を問わないものとする。

④ 契約書等の写し

①及び③ １）の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し

を提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工

事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）」に登録されている場合は，この写しをもっ

て契約書の写しに代えることができる。記載した事項の内容が判断できる平面図

等の資料も併せて提出すること。

⑤ 一般競争参加資格認定通知書の写し

文部科学省における一般競争（指名競争）参加資格認定通知書（令和３・４年

度）の写しを添付すること。

⑥ 緊急時の施工体制（別記様式５）

岡山県又は広島県に所在する本店、支店及び技術者が常駐している拠点を記載す

ること。

⑦ 事故及び不誠実な行為（別記様式６）

中国地区において、文部科学省から指名停止措置要領に基づく指名停止を受け

たもの及び岡山県又は広島県を区域に含む営業停止を受けたもので、本工事の開

札の日を基準として、指名停止要領に基づく指名停止の期間終了後６ケ月以内の

ものを全て記載すること。また、通知書の写しを全て添付すること。

⑧ ワーク・ライフ・バランス等の取組（別記様式７）

ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する次の認定等について記載する。こ

れを証明する認定通知書の写し又は一般事業主行動計画策定・変更届の写しを併

せて提出すること。

（イ）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基

づく認定（えるぼし認定企業（※労働時間等の働き方に係る基準を満たすも
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のに限る））又は一般事業主行動計画策定済（常時雇用する労働者の数が３０

０人以下のものに限る）

（ロ）次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業

・プラチナくるみん認定企業）

（ハ）青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定（ユ

ースエール認定）

※外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認

定等相当確認を受けていること。

⑨ 継続教育（ＣＰＤ）の取組（別記様式８）

建築ＣＰＤ情報提供制度及び建築ＣＰＤ運営会議の構成員、構成員である協議

会の参加団体が証明する証明書（競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の

日から過去１年以内に単位取得が証明されたもの）により、当該団体の推奨単位

以上を取得している証明ついて記載する。これを証明する書類の写しを併せて提

出すること。

（４）競争参加資格確認資料のヒアリング

競争参加資格確認資料のヒアリングについては、実施しない。

（５）競争参加資格の確認は、技術資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果

は令和 ３年 ７月２１日までに電子入札システム（紙により申請した場合は、紙）

により通知する。

（６）その他

① 技術資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

② 学長は、提出された技術資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使

用しない。

③ 提出された技術資料は、返却しない。

④ 提出期限以降における技術資料の差し替え及び再提出は認めない。

⑤ 技術資料に関する問い合わせ先 上記６に同じ

⑥ 電子入札システムにより技術資料を提出する場合、アプリケーションソフト及

び保存するファイルの形式は次のいずれかとする。ただし、当該ファイルの保存

時に損なわれる機能は作成時に利用しないものとする。

使用アプリケーション 保存するファイル形式

一太郎 一太郎 2007形式以下での保存

Microsoft Word Word2007形式以下での保存

Microsoft Excel Excel2007形式以下での保存

その他のアプリケーション PDFファイル（Acrobat5以降で作成のもの）
画像ファイル（JPEG形式又は GIF形式）
上記に加え特別に認めたファイル形式

申請書類は、３つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。容量は３ファ

イル合計１０ＭＢ以内に納めること。（圧縮することにより容量以内に納まる場合は

ＬＺＨ形式又はＺＩＰ形式により圧縮（自己解凍方式は認めない。）して送付するこ

と。）

なお、競争参加資格確認申請書（別記様式１）については、代表者印を押印した

ものを PDFファイル等に変換して添付すること。
圧縮してもファイル容量が１０ＭＢ以内に納まらない場合は、競争参加資格確認

申請書（別記様式１）のみ電子入札システムで提出し、書面により、技術資料の提

出期限日までに持参すること。

ただし、持参する場合は，持参する資料の種類を記載した書類（様式自由）を電
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子入札システムで提出すること。

８．競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明

（１）競争参加資格がないと認められた者は、学長に対して競争参加資格がないと認めた

理由について、次により説明を求めることができる。

① 提出期限：令和 ３年 ７月２９日（木）１７時

② 提出先 ：上記６に同じ。

③ 提出方法：書面（様式自由）により提出場所に郵送もしくは持参するものとする。

（２）学長は、説明を求められたときは、令和 ３年 ８月 ４日（水）までに説明を求

めた者に対し書面により回答する。

９．総合評価に関する事項

（１） 落札者の決定

① 入札参加者は、「価格」、「技術資料」をもって入札に参加し、次の要件に該当す

る者のうち、(２)③によって得られる数値（以下「評価値」という。）の最も高い

者を落札者とする。

（イ）入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

（ロ）評価値が、標準点を予定価格で除した数値（基準評価値）に対して下回らな

いこと。

② ①において、評価値の最も高い者が２人以上ある時は、くじを引かせて落札者を

決定する。

（２） 総合評価の方法

① 「標準点」を１００点、「加算点」は最高１６．５点とする。

② 「加算点」の算出方法は、（３）の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価

点数の合計を加算点として付与するものとする。

③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によっ

て得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」

をもって行う。

【 評価値＝（標準点＋加算点）／入札価格 】

（３） 評価項目及び評価基準等

評価項目及び指標 評 価 基 準 配点 満点

同種工事の ・国、特殊法人等（注１）及び地方公共団体が発注する工事の ２

施工実績 実績あり。 ２

（※１） ・その他の工事実績あり。 １

企業の ・実績なし。［欠格］ 欠格

施工能力 当該工事種別の平成３１年度、令和元年度以降に完成した工事成績の平

均

※工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要

領作成指針」に基づく工事成績

・８４点以上 ２.５

工事成績 ・８１点以上８４点未満 ２

・７８点以上８１点未満 １.５ ２.５

・７５点以上７８点未満 １

① ・７２点以上７５点未満 ０.５
・７２点未満（含実績なし） ０

企 ※各年度（過去２年度）の平均点が２年連続で６５点未満 ［欠

業 格］ 欠格

の ※文部科学省，所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し，

技 過去２年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で，引渡し後

術 に，工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある。

力 ［欠格］

・指定した資格取得後５年以上 １

資格 ・指定した資格取得後５年未満 ０ １

・上記以外 ［欠格］ 欠格
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・国、特殊法人等（注１）及び地方公共団体が発注する工事に
３

同種工事の おいて主任（監理）技術者又は現場代理人としての経験あり。

施工経験 ・上記以外で主任（監理）技術者又は現場代理人としての経験 ２ ３

（※２） あり。

・主任（監理）技術者又は現場代理人以外での経験あり。 ０

配置予定 ・経験なし。［欠格］ 欠格

技術者の 同種工事の施工経験として挙げた工事について主任（監理）技術者又は

能力 現場代理人として従事した場合の工事成績（平成２９年度以降に完成し

た工事に限る）

※工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要

領作成指針」に基づく工事成績

・８３点以上 ５

工事成績 ・８２点以上８３点未満 ４.５ ５

・８１点以上８２点未満 ４

・８０点以上８１点未満 ３.５
・７９点以上８０点未満 ３

・７８点以上７９点未満 ２.５
・７７点以上７８点未満 ２

・７６点以上７７点未満 １.５
・７５点以上７６点未満 １

・７２点以上７５点未満 ０.５
・７２点未満（含実績なし） ０

※６５点未満［欠格］ 欠格

（建築ＣＰＤ情報提供制度及び建築ＣＰＤ運営会議の構成員、構成員で

継続教育 ある協議会の参加団体が証明する証明書（競争参加資格確認申請書及び

（ＣＰＤ） 資料の提出期限の日から過去１年以内に単位取得が証明されたもの） １

の取組状況 ・当該団体の推奨単位以上を取得している証明あり。 １

・なし。 ０

法令遵守 事故及び不 （当該区域における営業停止又は文部科学省の指名停止期間終了後３～ ０

（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝ 誠実な行為 ６ヶ月以内の当該工事の入札執行の有無）

② ｽ） （※３） ・あり。 －２

企 ・なし。 ０
地理的条件

業 ・当該工事施工地域（岡山市）に技術者・資機材等の拠点あり。 １
地域精通度 （緊急時の １

の 施工体制) ・当該工事施工地域（岡山市）に技術者・資機材等の拠点なし。 ０

信 （ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する以下のいずれかの認定の

頼 有無）

性 ○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）

・ ワーク・ラ ワーク・ラ に基づく認定（えるぼし認定企業（※労働時間等の働き方に係る基準を

社 イフ・バラ イフ・バラ 満たすものに限る））又は一般事業主行動計画策定済（常時雇用する労働

会 ンス等の推 ンス等の取 者の数が３００人以下のものに限る） １

性 進 組に関する ○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定

認定状況 企業・プラチナくるみん認定企業）

○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定

（ユースエール認定）

※外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進

企業認定等相当確認を受けていること。

・あり。 １

・なし。 ０

合 計 １６．５

（注１）：「特殊法人等」には国が資本金の１／２以上を出資する法人を含む。

※１ 企業の施工能力における「同種工事」とは、平成１８年度以降に、元請として完成、引渡しが

完了した、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造で施工面積が１棟１，６００

㎡以上の校舎、研究施設、庁舎、事務所、病院・診療所の新営又は複合的(※)な改修工事を施工し
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た実績を有すること。（※複合的とは１室において床、壁及び天井のうち複数の部位を改修するこ

とをいう。）（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。）。

※２ 配置予定技術者の能力における「同種工事」とは、平成１８年度以降に、元請として完成、引

渡しが完了した、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造で施工面積が１棟１，

６００㎡以上の校舎、研究施設、庁舎、事務所、病院・診療所の新営又は複合的(※)な改修工事を
施工した実績を有すること。（※複合的とは１室において床、壁及び天井のうち複数の部位を改修

することをいう。）

※３ 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。

① 中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停

止の期間が２週間以上１ヶ月未満、及び期間終了後３ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合

② 中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停

止の期間が１ヶ月以上２ヶ月未満、及び期間終了後４ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合

③ 中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停

止の期間が２ヶ月以上３ヶ月未満、及び期間終了後５ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合

④ 中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停

止の期間が３ヶ月以上、及び期間終了後６ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合

10．入札説明書に対する質問
（１）この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。

①提出期間：令和３年７月 ２日（金）から令和３年７月２７日（火）まで

上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く９時から１７時。

②提 出 先：上記６に同じ。

③提出方法：書面（様式自由）により提出場所に持参又は郵送（書留郵便等配達の

記録が残る方法に限る。）すること。ただし、郵送の場合は提出期限まで

に必着のこと。

なお、施設企画課総務・契約担当(sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp)宛
への電子メールでの質疑書（要押印）の送信も可能とするが、この場合

も上記期限までに、必ず書面で提出すること。

（２） （１）の質問に対する回答書は次のとおり岡山大学ホームページ（http://www.
okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender.html）により閲覧に供する。
①期間 ：令和３年７月２９日（木）から令和３年８月２日（月）まで

②上記による閲覧が不可能な場合：

（イ）閲覧場所：上記６に同じ。

（ロ）閲覧期間：上記①の期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く９時から１７時ま

で。

11．入札及び開札の日時及び場所等
（１）入札書提出期限：令和 ３年 ７月３０日（金）９時から

令和 ３年 ８月 ２日（月）１１時まで。

（２）持参による提出場所：上記６に同じ。

（３）開札日時：令和 ３年 ８月 ３日（火） １０時００分

（４）開札場所：〒７００－８５３０ 岡山市北区津島中一丁目１番１号

国立大学法人岡山大学本部棟３階入札室

（５）その他 ：紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、学長により競争参加資

格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。

12．入札方法等
（１）入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、学長の承諾を得た場合

は、持参すること。郵送又は電送（ファクシミリ）による入札は認めない。

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に
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係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

（３）入札執行回数は、原則として２回を限度とする。

13．入札保証金及び契約保証金
（１）入札保証金 免除。

（２）契約保証金 納付（有価証券等の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納

付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険

契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。）なお，契約保証金

の額，保証金額又は保険金額は，請負代金額の１００分の１０以上とする。

現金で納付する場合は、本学が指定する金融機関に振り込むこと（手数料は落札者

が負担する）。

14．工事費内訳書の提出
（１）第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳

書の提出を求める。電子入札による入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し

同時送付すること。（上記７（６）⑥を参照のこと。）ただし、学長の承諾を得た場合

は持参すること。（郵送による提出は認めない。）

（２）工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明

らかにすること。

（３）入札参加者は、商号又は名称並びに住所、宛名及び工事名を記載し、記名及び押印

（電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合は押印は不要）を行った工事

費内訳書を提出しなければならず、学長等（これらの補助者を含む。）が提出された工

事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が次の各号に該当

する場合については、競争加入者心得第３１条第１２号に該当する入札として、原則

として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。

１．未提出であると認めら （１） 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合

れる場合（未提出である

と同視できる場合を含 （２） 内訳書とは無関係な書類である場合

む。）

（３） 他の工事の内訳書である場合

（４） 白紙である場合

（５） 内訳書に押印が欠けている場合（電子入札システ

ムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。）

（６） 内訳書が特定できない場合

（７） 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場

合

２．記載すべき事項が欠け （１） 内訳の記載が全くない場合

ている場合

（２） 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満

たしていない場合

３．添付すべきではない書 （１） 他の工事の内訳書が添付されていた場合

類が添付されていた場合
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４．記載すべき事項に誤り （１） 発注者名に誤りがある場合

がある場合

（２） 発注案件名に誤りがある場合

（３） 提出業者名に誤りがある場合

（４） 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合

５．その他未提出又は不備がある場合

入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調

査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認めら

れた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。なお、

談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内

訳書を公正取引委員会に提出するものとする。

（４） 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権

利義務を生じるものではない。

（５）提出された工事費内訳書は返却しないものとする。

15 ．開札
開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち

会わせて行う。

ただし、学長の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内

訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘を

して提出すること。

また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札

時に立ち会うこと。

１回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった

場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。

16．入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、技術資料に虚偽の記載をした

者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入

札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としてい

た場合には落札決定を取り消す。

なお、学長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時におい

て上記４に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。

17．落札者の決定方法
（１）上記９（１）による。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者

により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、

又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあっ

て著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって

入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。

（２）落札者となるべき者の入札価格が、本学が定めた最低基準価格を下回る場合は、低

入札価格調査を行うものとする。

18．配置予定監理技術者の確認
落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が

確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて

特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められ

ない。病気等特別な理由により，やむを得ず配置技術者を変更する場合は，上記４（５）
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に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければ

ならない。

19．契約書作成の要否等
別紙の契約書（案）により、契約書を作成するものとする。

20．支払条件
請負代金は，請求書に基づき３回以内に支払うものとする。

21．工事保険
受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約をするものとする。

22．再苦情申立て
学長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記８（２）

の回答を受けた日の翌日から起算して原則７日（ 土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

以内に書面により学長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申

立てについては、国立大学法人岡山大学入札監視委員会が審議を行う。

① 提出期間： 令和３年８月４日（水）から令和３年８月１８日（水）まで

当該書面を持参する場合は、上記期間（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）の９時から１７時までに行うこと。

② 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記６に

同じ

23．関連情報を入手するための照会窓口
上記６に同じ。

24．その他
（１）契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書（案）を熟読し、競争加入者心

得を遵守すること。

（３）技術資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止

を行うことがある。

（４）提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認し

て入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停

止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。

（５）本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資

格者として申請を行うことができない。

（６）第１回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時につ

いては、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札

時間から３０分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で

待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡す

る。

（７）落札となるべき同じ価格の入札をした者が２人以上あるときは、くじへ移行する。

くじの日時については、発注者から連絡する。

（８） 落札者は、上記７（３）③の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に

配置すること。

（９）本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から

単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「数量書」という。）

を参考資料（参考数量）として公開、提供する。数量書は、見積を行うために必要な

図面及び仕様書の交付と同時に公開し、その提供方法は入札説明書の交付と同様とす

る。

この数量書に対する質問がある場合においては、次により提出するものとする。

また、入札説明書に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するもの
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とする。

また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係わる質問については、差異

の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も併せて提出するものとする。

① 提出期間：令和 ３年 ７月２７日（火）まで。

上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く９時から１７時。

② 提出場所：上記６に同じ

③ 提出方法：書面（様式自由）により提出場所に持参又は郵送（書留郵便等配達の

記録が残る方法に限る。）すること。ただし、郵送の場合は提出期限まで

に必着のこと。

なお、施設企画課総務・契約担当(sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp)宛
への電子メールでの質疑書（要押印）の送信も可能とするが、この場合

も上記期限までに、必ず書面で提出すること。

④ 回答書 ：数量書に対する質問書への回答書は、次のとおり岡山大学ホームペー

ジ（http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender.html）により閲覧に供する。
（イ）期間：令和３年７月２９日（木）から令和３年８月２日（月）まで

（ロ）岡山大学ホームページによる閲覧が不可能な場合：

・閲覧場所：上記６に同じ。

・閲覧期間：上記（イ）の期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く９時か

ら１７時まで。

（10） 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。

（11） 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。

① システム操作・接続確認等の問合せ先

文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話：050-5546-8368

② ICカードの不具合等発生の問合せ先

取得しているICカードの認証機関

ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場

合は、上記６に連絡すること。
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別紙様式１

紙入札方式参加承諾願

１．工事名 岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事
２．電子入札システムでの参加ができない理由（必須）

上記工事は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社においては上記
理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り
紙入札方式での参加を希望いたします。

国立大学法人岡山大学長 殿

令和 年 月 日

住 所

法人等名

代表者氏名 印
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別記様式１

競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書

令和 年 月 日

国立大学法人岡山大学

学長 槇 野 博 史 殿

住 所

商号又は名称

代表者氏名 印

令和 ３年 ７月１日付けで公告のありました岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学

系）工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程第６条及び第７条の規定に該当する者で

ないこと、資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと（資

本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除

く）、入札説明書に記載する本工事に係る設計業務の受託者と資本若しくは人事面において

関連がある建設業者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓

約します。

記

１．入札説明書 記７（３）①に定める施工実績を記載した書面

２．入札説明書 記７（３）②に定める工事成績を記載した書面及び工事成績評定の

通知書の写し

３．入札説明書 記７（３）③に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面

４．入札説明書 記７（３）④に定める契約書等の写し

５．入札説明書 記７（３）⑤に定める一般競争参加資格認定通知書の写し

６．入札説明書 記７（３）⑥に定める緊急時の施工体制を記載した書面

７．入札説明書 記７（３）⑦に定める法令遵守の状況について記載した書面及び資料

８．入札説明書 記７（３）⑧に定めるワーク・ライフ・バランス等の取組を記載し

た書面及び認定通知書等の写し

９．入札説明書 記７（３）⑨に定める継続教育（ＣＰＤ）の取組を記載した書面及

び証明する書類の写し

注） 紙入札方式を希望する者は、申請書に返信用封筒（表に申請書の住所及

び商号又は名称を記載し簡易書留料金を加えた所定の料金（４０４円）に

相当する切手をはった長３号封筒とする。）を添えて提出すること。
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別記様式２

同 種 の 工 事 の 施 工 実 績

会社名

平成１８年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、鉄

骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造で施工

同種工事の判断基準 面積が１棟１，６００㎡以上の校舎、研究施設、庁舎、事務

所、病院・診療所の新営又は複合的(※)な改修工事を施工した
実績を有すること。（※複合的とは１室において床、壁及び天

井のうち複数の部位を改修することをいう。）（共同企業体の

構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに

限る。）

経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は

構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。

工 事 名

工

発注機関名

事

施 工 場 所 （都道府県・市町村名）

名

契 約 金 額

称

工 期 年 月 日 ～ 年 月 日

等

受 注 形 態 単体／共同企業体（出資比率 ％）

建 物 用 途

工

構造・階数

事

建 物 規 模 ㎡ （施工面積 ㎡）

概

工 事 内 容 （必要に応じて工事内容を記載する。）

概

CORINS登録の有無 有（ＣＯＲＩＮＳ登録番号）・無
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別記様式３

工 事 成 績

会社名：

ⅰ）工事成績の平均点
以下の様式に従い、建設工事の工事成績について、工事成績評定の完成日を基準とし

て、年度毎に平均点を算出する。

発注機関：工事成績相互利用登録発注機関 平成31年度 令和2年度 令和3年度

令和元年度

ａ：各年度の工事件数 ａ1＝ ａ2＝ ａ3＝

ｂ：各区年度の工事成績の合計点数 ｂ1＝ ｂ2＝ ｂ3＝

ｘ：各年度の平均点 ｘ＝ｂ/ａ ｘ1＝ ｘ2＝ ｘ3＝

ｙ：過去２年間以降の平均点

ｙ＝（ｂ1+ｂ2+ｂ3）/（ａ1+ａ2+ａ3） ｙ＝

注１：工事成績相互利用登録発注機関発注工事の実績がない場合はその旨を記入すること。

注２：各年度の平均点及び過去２年間以降の平均点の算出にあたっては、小数点以下第２位を四捨五入する。

注３：工事成績評定の通知書の写しを年度毎に整理して添付すること。

ⅱ）工事の品質に関わる重大な問題の有無

以下の様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、平成 30年度
以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題

が発生した事例についての有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、

有・無欄は選択せず、その事例について具体的かつ簡潔に記載すること。

重大な問題が発生した事例 有 ・ 無

○事例

工 事 名

発注機関名

完成年月日 年 月 日 引渡年月日 年 月 日

具体的な内容（発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等）

注１：「重大な問題」とは、以下のア）～エ）に記載する事項である。

ア） 重大な人的被害を生じた事故がある場合

イ） 重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合

ウ） ア）又はイ）の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合

エ） 上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合
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別記様式４

配置予定技術者の資格・施工経験・工事成績

会社名

１）配置予定技術者の資格・同種工事の施工経験

配置予定技術者の従事役職・氏名 ○○技術者 ○○ ○○

法令による資格・免許
（例）１級建築施工管理技士（取得年）

監理技術者資格者証（取得年）
監理技術者講習修了証（終了年）

平成１８年度以降に元請として完成・引渡しが完
了した、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリー

同種工事の判断基準 ト造、鉄骨造で施工面積が１棟１，６００㎡以上の
校舎、研究施設、庁舎、事務所、病院・診療所の新
営又は複合的(※)な改修工事を施工した実績を有す
ること。（※複合的とは１室において床、壁及び天
井のうち複数の部位を改修することをいう。）

工 事 名

発注機関名

施 工 場 所 （都道府県・市町村名）

契 約 金 額

工事の経験 工 期 年 月 日 ～ 年 月 日

の概要 従 事 役 職 現場代理人、主任技術者、監理技術者等

建 物 用 途

構造・階数

建 物 規 模 ㎡ （施工面積 ㎡）

工 事 内 容

CORINSへの登録 有（ＣＯＲＩＮＳ登録番号）・無

工事成績評定点 点

工 事 名

発注機関名
申請時に
おける他工 工 期 年 月 日 ～ 年 月 日
事の従事状
況等 従 事 役 職 現場代理人、主任技術者、監理技術者等

本工事と重複する 例）本工事に着手する前の 月 日から後片付
場合の対応措置 け開始予定のため本工事に従事可能

注）工事成績評定点は、上記工事が、主任（監理）技術者又は現場代理人として従事した平成

29年度（過去４年度）以降に完成したものである場合に記載すること。（ただし、工事成

績相互利用登録発注機関が発注した工事に限る。）

また、工事成績相互利用機関発注工事の実績がない場合はその旨記入すること。

注）工事成績評定の写し及び当該技術者が当該工事に主任（監理）技術者又は現場代理人

として従事していたことが判る書類（CORINS等）を添付すること。

注）申請時におけるほか工事の従事状況は，従事しているすべての工事について，本工事

を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。
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別記様式５

緊急時での施工体制

工事名：岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事

会社名

岡山県又は広島県に所在する本店、支店及び技術者が常駐している拠点を記載すること。

営業所等氏名 郵便番号 所在地 本店・支店等の区分

（該当に○印）

・本店

・支店

・営業所

・その他

・本店

・支店

・営業所

・その他

・本店

・支店

・営業所

・その他

（記載例）

営業所等氏名 郵便番号 所在地 本店・支店等の区分

（該当に○印）

株式会社○○建設 000-0000 ○○県○○市○○町○－○－ ・本店

△△支店 ○ ○・○・支店

・営業所

・その他
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別記様式６

事故及び不誠実な行為

会社名

１．営業停止

岡山県又は広島県を区域に含む営業停止措置のうち、本工事の開札日から起算して６

ケ月以内に期間が終了したものを全て記載すること。

措置を行った機関 営 業 停 止 の 期 間

（記載例） （記載例）

国土交通中国地方整備局 年 月 日 から 年 月 日（ ケ月）

注１）営業停止の通知の写しを添付すること。

注 2）措置を受けていない場合には、その旨を記入の上、提出すること。

２．指名停止

中国地区において、文部科学省から受けた指名停止措置のうち、本工事の開札日から

起算して６ケ月以内に期間が終了したものを全て記載すること。

指 名 停 止 の 期 間

（記載例）

年 月 日 から 年 月 日（ ケ月）

注１）指名停止の通知の写しを添付すること。

注 2）措置を受けていない場合には、その旨を記入の上、提出すること。
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別記様式７

ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況

会社名

ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況について、「認定あり」・「認定な

し」のどちらかを「■」にすること。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定 □ 認定あり

企業（※労働時間等の働き方に係る基準を満たす

ものに限る））又は一般事業主行動計画策定済（常 □ 認定なし

時雇用する労働者の数が３００人以下のものに限る）

次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく □ 認定あり

認定（くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業）

□ 認定なし

青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用 □ 認定あり

促進法）に基づく認定（ユースエール認定）

□ 認定なし

※外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当

確認を受けていること。

注１）認定通知書等、証明することのできる資料の写しを添付すること。
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別記様式８

継続教育（ＣＰＤ）の取組状況

会社名

継続教育（ＣＰＤ）の取組状況について、「当該団体の推奨単位以上を取得している証

明あり」・「証明なし」のどちらかを「■」にすること。

建築ＣＰＤ情報提供制度及び建築ＣＰＤ運営会議 □ 当該団体の推奨単位以上

の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明 を取得している証明あり

する証明書（競争参加資格確認申請書及び資料の

提出期限の日から過去１年以内に単位取得が証明

されたもの） □ 証明なし

注１）上記を証明する書類の写しを添付すること。
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工 事 名 称

工 事 場 所

完 成 期 限

棟 名 称

工 事 種 別

構造・階数

建 築 面 積

延 面 積

工
事
範
囲
表

工

事

概

要

基 礎

屋 根

外 壁

建 具

主
な
外
部
仕
上
げ

主
な
内
部
仕
上
げ

床

内 壁

天 井

その他

配置・案内図等

本件に関する照会先 　岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当　086-251-7123

※　(　　)の数値は，当該既設建物の面積とする。

　下図による

工　事　発　注　概　要　書　

Ｎ

模様替え

―

（岡山大学津島団地構内） ・本工事建物周辺は、学生、教職員、近隣住民の往来が多数ある為、工事車両の構内徐行を徹底する

・大学行事、入試等により作業中止を求められる日がある。

・大学構内への駐車は有料であるため、工事関係車両の構内駐車に際しては考慮すること。

・敷地内は禁煙であり、工事用地内、工事車両内であっても同様とする。

　とともに、工事資材等の搬入、搬出の際には学生、教職員、近隣住民の安全確保に特段の配慮が

　必要である。

岡山大学津島団地配置図

　岡山県岡山市北区津島中三丁目１番１号

　令和３年度

　岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事

理学部２号館

民  有  地

工学部2号館

講義棟

ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ

工学部5号館
工学部3号館

北福利施設

工学部4号館

工学部8号館

理学部本館

統括センター

教育学部

工学部1号館

･ｾﾝﾀｰ

自然科学系

総合研究棟

自然科学研究科棟
理学部２号館

情報

科学研究棟
異分野基礎

鉄筋コンクリート造　４階建て

(1,165 ㎡)

(2,709 ㎡)

化粧せっこうボード

岩綿吸音板

鉄骨造　５階建て（ＥＶシャフト部）

　令和４年２月２８日（月曜日）

合成高分子系ルーフィングシート防水(S-F2工法)

複層塗材Ｅ
クラック補修、爆裂補修

せっこうボード、つや有合成樹脂エマルションペイント

塗膜防水(X-2)

合成高分子系ルーフィングシート防水(SI-M2工法)

アルミニウム製建具

外構：アスファルト舗装

ビニル床シート
耐薬品製ビニル床シート

工事場所（理学部２号館）
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管理建築士 辻 英明 １ 級建築士登録番号第293456号

１ 級建築士事務所大阪府知事登録（ タ ） 第593号

令和　3年　８月

ＮＯＴＥ
岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）設計業務
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凡例

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(柱)を示す

LGS下地壁を示す

RC壁

撤去

撤去

撤去建具を示す 撤去

YD 横引きﾄﾞﾚﾝを示す

RD

TD

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを示す

D

竪樋を示す
(特記なき限り、100φとする)T

中継ﾄﾞﾚﾝを示す

ｽﾃﾝﾚｽ製脱気筒を示す

撤去

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ撤去

撤去

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ撤去

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ撤去
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BB:黒板、WB:ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
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+100OA
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(二重線は上り框を示す)
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撤去

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽを示すTB

J

撤去

撤去人研ぎ台を示す

+350
床ﾚﾍﾞﾙを示す
(特記なき限りFL=±0とする)

凡例

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(柱)を示す

〈LP-1〉～〈LP-6〉 LGS下地壁を示す 新設

新設建具を示す

改修建具を示す

塗替建具を示す

(S)特

床ﾚﾍﾞﾙを示す
(特記なき限りFL=±0とする)+350

黒板を示す
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞを示す
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RCｽﾗﾌﾞ閉塞を示す 新設

工事対象範囲外を示す
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D　
  2
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特定防火設備を示す
(告示第1369号+告示第1392号)
(S:遮煙性能を有する(告示第66号))

防 (S)
防火設備を示す(告示第1360号)
(S:遮煙性能を有する(告示第66号))

T

YD 横引きﾄﾞﾚﾝを示す

TD

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを示す

D

中継ﾄﾞﾚﾝを示す

竪樋を示す

ｽﾃﾝﾚｽ製脱気筒を示す

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ新設

新設

新設

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ新設

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ新設

配管ﾊﾞｯｸを示す
(衛生機器は別途機械設備工事)

OA +100

床下点検口(600角)
(本体再利用、仕上のみ更新)

仕上のみ新設

新設

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽを示す

ﾈ返

OAﾌﾛｱ　(二重線は上り框を示す)

ﾈｽﾞﾐ返しを示す

新設

新設

TB

新設

D　
  35
D　
 6

D　
 16

消

工事対象範囲外を示す

撤去範囲外を示す

RD

S

屋内消火栓の位置を示す[存置]
H1350×W750×D180

[既設のまま]屋内消火栓の位置を示す
SOP塗替

消火器(壁掛け)の位置を示す[存置]

[既設のまま]消火器(壁掛け)の位置を示すS
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※本図面は、工事概要を示すものであり、発注図とは異なる。
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岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事
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設計年月
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図面番号業務名称工事名称
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株式会社 小笠原設計

管理建築士 辻 英明 １ 級建築士登録番号第293456号

１ 級建築士事務所大阪府知事登録（ タ ） 第593号

令和　3年　８月
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岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）設計業務

改修前・後　2階平面図
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凡例

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(柱)を示す

LGS下地壁を示す

RC壁

撤去

撤去

撤去建具を示す 撤去

YD 横引きﾄﾞﾚﾝを示す

RD

TD

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを示す

D

竪樋を示す
(特記なき限り、100φとする)T

中継ﾄﾞﾚﾝを示す

ｽﾃﾝﾚｽ製脱気筒を示す

撤去

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ撤去

撤去

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ撤去

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ撤去

BB
BB:黒板、WB:ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
KB:掲示板
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+100OA

床下点検口(600角)

OAﾌﾛｱ
(二重線は上り框を示す)
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ﾄｲﾚﾌﾞｰｽを示すTB

J

撤去

撤去人研ぎ台を示す

+350
床ﾚﾍﾞﾙを示す
(特記なき限りFL=±0とする)

凡例

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(柱)を示す

〈LP-1〉～〈LP-6〉 LGS下地壁を示す 新設

新設建具を示す

改修建具を示す

塗替建具を示す

(S)特

床ﾚﾍﾞﾙを示す
(特記なき限りFL=±0とする)+350

黒板を示す
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞを示す
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RCｽﾗﾌﾞ閉塞を示す 新設

工事対象範囲外を示す
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特定防火設備を示す
(告示第1369号+告示第1392号)
(S:遮煙性能を有する(告示第66号))
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防火設備を示す(告示第1360号)
(S:遮煙性能を有する(告示第66号))
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YD 横引きﾄﾞﾚﾝを示す
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中継ﾄﾞﾚﾝを示す
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屋内消火栓の位置を示す[存置]
H1350×W750×D180

[既設のまま]屋内消火栓の位置を示す
SOP塗替

消火器(壁掛け)の位置を示す[存置]

[既設のまま]消火器(壁掛け)の位置を示す
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※本図面は、工事概要を示すものであり、発注図とは異なる。
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岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事
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設計年月

図面名称

図面番号業務名称工事名称
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岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）設計業務

改修前・後　3階平面図
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凡例

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(柱)を示す

LGS下地壁を示す

RC壁

撤去

撤去

撤去建具を示す 撤去

YD 横引きﾄﾞﾚﾝを示す

RD

TD

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを示す

D

竪樋を示す
(特記なき限り、100φとする)T

中継ﾄﾞﾚﾝを示す

ｽﾃﾝﾚｽ製脱気筒を示す

撤去

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ撤去

撤去

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ撤去

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ撤去

BB
BB:黒板、WB:ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
KB:掲示板

撤去

+100OA

床下点検口(600角)

OAﾌﾛｱ
(二重線は上り框を示す)

仕上のみ撤去

撤去

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽを示すTB

J

撤去

撤去人研ぎ台を示す

+350
床ﾚﾍﾞﾙを示す
(特記なき限りFL=±0とする)

凡例

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(柱)を示す

〈LP-1〉～〈LP-6〉 LGS下地壁を示す 新設

新設建具を示す

改修建具を示す

塗替建具を示す

(S)特

床ﾚﾍﾞﾙを示す
(特記なき限りFL=±0とする)+350

黒板を示す
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞを示す

BB
WB

RCｽﾗﾌﾞ閉塞を示す 新設

工事対象範囲外を示す
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特定防火設備を示す
(告示第1369号+告示第1392号)
(S:遮煙性能を有する(告示第66号))

防 (S)
防火設備を示す(告示第1360号)
(S:遮煙性能を有する(告示第66号))
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ｽﾄﾚｰﾅｰのみ新設

配管ﾊﾞｯｸを示す
(衛生機器は別途機械設備工事)
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床下点検口(600角)
(本体再利用、仕上のみ更新)
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屋内消火栓の位置を示す[存置]
H1350×W750×D180

[既設のまま]屋内消火栓の位置を示す
SOP塗替

消火器(壁掛け)の位置を示す[存置]

[既設のまま]消火器(壁掛け)の位置を示す
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※本図面は、工事概要を示すものであり、発注図とは異なる。



A1→1/100
A3→1/200

岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事

岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）設計業務

改修前・後　4階平面図

Ｎ

B
B:
W
36

0
0×

H1
2
00

B
B:
W
36

0
0×

H1
2
00

B
B:
W
36

0
0×

H1
2
00

B
B:
W
36

0
0×

H1
2
00

B
B:
W
36

0
0×

H1
2
00

B
B:
W
54

0
0×

H1
2
00

B
B:

W
54
0
0×

H1
2
00

B
B:

W
36

0
0×

H1
2
00

BB:W5250×H1600

B
B:
W
36

0
0×

H1
2
00

BB
:W

3
60

0
×

H
12
0
0

B
B:
W
36

0
0×

H1
2
00

403 404 405 407406

411402
PS

414
男子便所

女子便所

 数学会議室

　代数教授室 　代数教授室

 講義室
401

　代数ｾﾞﾐﾅｰﾙ室

　代数ｾﾞﾐﾅｰﾙ室 　数理論理研究室
408

　解析汎用教授室 　解析汎用教授室
409

410
　数学機械室

 階段室
413

YD

T T T

TTTT

T

A

D

C

B

7654321

B
B:

W
54

0
0×

H1
2
00

BB
:W

4
50

0
×
H
12
0
0

BB
:
W5

4
00

×
H1

20
0

WB
:
W5

4
00

×
H1

20
0

W
B:

W
54

0
0×

H9
00

(S)特

教員室 4-2 教員室 4-5教員室 4-4教員室 4-3
411410409408407

院生室 4-2
405

院生室 4-1
401

ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ 4-1
代数ｾﾞﾐ室406

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾙｰﾑ
403

中央ｻｰﾊﾞｰ室
402

PSEPS

SD
1

SK

WC

OA +150

ｽﾛｰﾌﾟ

講義室

YD YD

AW
8

AW
8

T T T

TTTT

T

A

D

C

B

7654321

改修前　4階平面図　　　　S=1/100

改修後　4階平面図　　　　S=1/100

TD
TD TD TD

TDTDTDTD

TD
TD TD TD

TDTDTDTD

±0

+100

+200

+300

6

7

8

9

1

2

3

4

5

10

11

OA +150

OA +130

TB

TB

TB

TB

BB:W2400×H1800
(上下2段)

BB:W5400×H1800
(上下2段2連式)

BB:W2400×H1800
(上下2段)

B
B:

W
54

0
0×

H1
2
00

(
曲
面

)

B
B:
W
36

0
0×

H1
2
00

BB
:W

3
60

0
×
H
12

0
0

BB
:W

3
60

0
×
H
12

0
0

B
B:
W
36

0
0×

H1
2
00

TD

TD

　実用数学ｾﾞﾐﾅｰﾙ室

教員室 4-1

廊下

廊下
404

TB

TB

TB

T
B

TB

T(65φ)

T(65φ) T(65φ)

T
(65φ)

B A

A

1

3

RD

UP DW

UP DW

DW

DW

EVｼｬﾌﾄ

A-10

1 2
AW

2
AW

AW
32

SD
15 SD

1
AD

1
AD

SD
2

2 2

AW
1

4

1
S

4

AW
3

AW
1

1

3B

AW AW AWAWAW

AW

101 101 101

AW AW AW
101

AW
101

AW
101

LSD
101

LSD
102

LSD
102

LSD
102

LSD
102

LSD
102

LSD
102

LSD
102

LSD
101

102

102103

LSD
102

SD
105

SD
106

SD
103

SD
34

LSD

AW

AW

AW AW

AW

WD
1

WD
2

WD
2

WD
2

WD
2

WD
1

WD
2

WD
2

WD
2

WD
2

WD
2

WD
1

WD
10

WD

SD
110

A

LSD
102A

101C 101C

B

・ ・・

設計年月

図面名称

図面番号業務名称工事名称

ＯＧＡＳＡＨＡＲＡ　Ａrchitects ＆ Ｅngineers

株式会社 小笠原設計

管理建築士 辻 英明 １ 級建築士登録番号第293456号

１ 級建築士事務所大阪府知事登録（ タ ） 第593号

令和　3年　８月
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凡例

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(柱)を示す

LGS下地壁を示す

RC壁

撤去

撤去

撤去建具を示す 撤去

YD 横引きﾄﾞﾚﾝを示す

RD

TD

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを示す

D

竪樋を示す
(特記なき限り、100φとする)T

中継ﾄﾞﾚﾝを示す

ｽﾃﾝﾚｽ製脱気筒を示す

撤去

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ撤去

撤去

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ撤去

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ撤去

BB
BB:黒板、WB:ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
KB:掲示板

撤去

+100OA

床下点検口(600角)

OAﾌﾛｱ
(二重線は上り框を示す)

仕上のみ撤去

撤去

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽを示すTB

J

撤去

撤去人研ぎ台を示す

+350
床ﾚﾍﾞﾙを示す
(特記なき限りFL=±0とする)

凡例

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(柱)を示す

〈LP-1〉～〈LP-6〉 LGS下地壁を示す 新設

新設建具を示す

改修建具を示す

塗替建具を示す

(S)特

床ﾚﾍﾞﾙを示す
(特記なき限りFL=±0とする)+350

黒板を示す
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞを示す

BB
WB

RCｽﾗﾌﾞ閉塞を示す 新設

工事対象範囲外を示す
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特定防火設備を示す
(告示第1369号+告示第1392号)
(S:遮煙性能を有する(告示第66号))

防 (S)
防火設備を示す(告示第1360号)
(S:遮煙性能を有する(告示第66号))

T

YD 横引きﾄﾞﾚﾝを示す

TD

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを示す
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中継ﾄﾞﾚﾝを示す

竪樋を示す

ｽﾃﾝﾚｽ製脱気筒を示す

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ新設

新設

新設

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ新設

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ新設

配管ﾊﾞｯｸを示す
(衛生機器は別途機械設備工事)

OA +100

床下点検口(600角)
(本体再利用、仕上のみ更新)

仕上のみ新設

新設

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽを示す

ﾈ返
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屋内消火栓の位置を示す[存置]
H1350×W750×D180

[既設のまま]屋内消火栓の位置を示す
SOP塗替

消火器(壁掛け)の位置を示す[存置]

[既設のまま]消火器(壁掛け)の位置を示す
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※本図面は、工事概要を示すものであり、発注図とは異なる。



A1→1/100
A3→1/200

岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事

岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）設計業務

改修前・後　R階平面図
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図面番号業務名称工事名称
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株式会社 小笠原設計

管理建築士 辻 英明 １ 級建築士登録番号第293456号

１ 級建築士事務所大阪府知事登録（ タ ） 第593号

令和　3年　８月
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800×2300×h500

300×2300×h500

300×1200×h450RD

RD

RD

RD

TD

RDRD

A-11

SG
1

AW
11

SD
8

SG
101

AW

D　
  29

D　
  29

D　
  32

D　
  32

D　
  32

D　
  31

D　
  31

D　
  31

D　
  31

D　
  31

D　
  31

D　
  25

D　
  33

D　
  34

D　
  34

D　
  34

D　
  34

107

D　
  25

D　
  25

D　
  28

D　
  26

D　
  26

D　
  25

D　
  28

D　
  31 M6

M5

M3M3M3M3

M4

SD
109

SD
111

SD
111

SD
111

凡例

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(柱)を示す

LGS下地壁を示す

RC壁

撤去

撤去

撤去建具を示す 撤去

YD 横引きﾄﾞﾚﾝを示す

RD

TD

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを示す

D

竪樋を示す
(特記なき限り、100φとする)T

中継ﾄﾞﾚﾝを示す

ｽﾃﾝﾚｽ製脱気筒を示す

撤去

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ撤去

撤去

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ撤去

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ撤去

BB
BB:黒板、WB:ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
KB:掲示板 撤去

+100OA

床下点検口(600角)

OAﾌﾛｱ
(二重線は上り框を示す)

仕上のみ撤去

撤去

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽを示すTB

J

撤去

撤去人研ぎ台を示す

+350
床ﾚﾍﾞﾙを示す
(特記なき限りFL=±0とする)

凡例

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(柱)を示す

〈LP-1〉～〈LP-6〉 LGS下地壁を示す 新設

新設建具を示す

改修建具を示す

塗替建具を示す

(S)特

床ﾚﾍﾞﾙを示す
(特記なき限りFL=±0とする)+350

黒板を示す
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞを示す

BB
WB

RCｽﾗﾌﾞ閉塞を示す 新設

工事対象範囲外を示す

D　
 18

D　
  2

消

特定防火設備を示す
(告示第1369号+告示第1392号)
(S:遮煙性能を有する(告示第66号))

防(S)
防火設備を示す(告示第1360号)
(S:遮煙性能を有する(告示第66号))

T

YD 横引きﾄﾞﾚﾝを示す

TD

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを示す

D

中継ﾄﾞﾚﾝを示す

竪樋を示す

ｽﾃﾝﾚｽ製脱気筒を示す

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ新設

新設

新設

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ新設

ｽﾄﾚｰﾅｰのみ新設

配管ﾊﾞｯｸを示す
(衛生機器は別途機械設備工事)

OA +100

床下点検口(600角)
(本体再利用、仕上のみ更新)

仕上のみ新設

新設

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽを示す

ﾈ返

OAﾌﾛｱ　(二重線は上り框を示す)

ﾈｽﾞﾐ返しを示す

新設

新設

TB

新設

D　
  35
D　
 6

D　
 16

消

工事対象範囲外を示す

撤去範囲外を示す

RD

S

S

屋内消火栓の位置を示す[存置]
H1350×W750×D180

[既設のまま]屋内消火栓の位置を示す
SOP塗替

消火器(壁掛け)の位置を示す[存置]

[既設のまま]消火器(壁掛け)の位置を示す

ｽﾁｰﾙ製手摺
【撤去】

平場：Co+塗膜防水(X-1工法)脱気筒【撤去】

立上り：Co+塗膜防水(X-1工法)ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ共【撤去】

平場：Co+ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層+押えCo(ｱ)60+塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水(脱気筒共)【撤去】

立上り：防水Mo+塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水(ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ共)【撤去】

ｽﾁｰﾙ製手摺【撤去】

ｽﾁｰﾙ製手摺【撤去】

ｽﾁｰﾙ製手摺【撤去】

ｽﾁｰﾙ製手摺【撤去】

ｽﾁｰﾙ製手摺【撤去】

手摺基礎【撤去】

平場：Co+ｱｽﾌｧﾙﾄ防水+押えCo（ｱ）60+塗膜防水
立立上り：防水Mo+塗膜防水

ﾀﾗｯﾌﾟ：St-19ｔ　SOP塗400×200

ｽﾁｰﾙ製手摺【撤去】

ﾊﾄ小屋
【撤去】

ｽﾁｰﾙ製手摺【撤去】庇平場:防水Mo

ｽﾁｰﾙ製手摺【撤去】

ｱﾙﾐ製手摺
【新設】

設備基礎
【新設】

設備基礎
【新設】

設備基礎
【新設】

設備基礎
【新設】

設備基礎
【新設】

設備基礎
【新設】

ﾊﾄ小屋【新設】ﾊﾄ小屋【新設】

下地調整の上
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水X-2【新設】

ｱﾙﾐ製手摺【新設】

ｱﾙﾐ製手摺【新設】

ｱﾙﾐ製手摺【新設】

平場:・立上り：(既設面)塗膜防水[x-2工法]【新設】

ﾀﾗｯﾌﾟ：（既設面）DP塗替

ｱﾙﾐ製手摺【新設】

ﾊﾄ小屋
【新設】

ｱﾙﾐ製手摺【新設】
穴塞ぎ【新設】 穴塞ぎ【新設】

ALC+塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水(ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ共)【撤去】

ｽﾁｰﾙ製手摺
【撤去】

(既設面)下地調整+塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水(ｱ)1.5[S-M2工法](ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ共)【新設】

ｱﾙﾐ製手摺
【新設】

ｱﾙﾐ製手摺【新設】
折板屋根【新設】

折板屋根【撤去】

RCｽﾗﾌﾞ閉塞

RCｽﾗﾌﾞ閉塞

ﾊﾄ小屋【撤去】

ｱﾙﾐ製手摺【新設】

平場：下地調整+(既設面)断熱材B+遮熱性塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水(ｱ)1.5[SI-M2工法](脱気筒共)【新設】
立上：下地調整+(既設面)遮熱性塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水(ｱ)1.5[S-F2工法](ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ共)【新設】

平場：(既設面)下地調整+断熱材B+遮熱性塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水(ｱ)1.5[SI-M2工法](脱気筒共)【新設】
立上：(既設面)下地調整+遮熱性塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水(ｱ)1.5[S-F2工法](ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ共)【新設】

手摺基礎【撤去】

A部

B部

C部

D部

B部

A部

C部

D部

設備基礎【新設】

7,200 7,200 7,200 3,600 7,200 7,200225

39,825

1,000

1
,
4
3
0

2
,
4
0
0

1
5
,
2
0
0

6
,
4
0
0

6
,
4
0
0

6
,
4
0
0

3,600

3,180210 210

3,850

3
5
0

1
,
7
5
0

4
,
3
0
0

790

125 125

1
4
0

1
,
4
9
0

1
4
0

1
,
7
7
0

890 140140

1,170

1,345

3,600

210210 3,180

1,4002
8
0

7,200 7,200 7,200 3,600 7,200 7,200225

39,825

1,000

2
,
4
0
0

1
5
,
2
0
0

6
,
4
0
0

6
,
4
0
0

6
,
4
0
0

3,600

3,180210 210

3,850

3
5
0

1
,
7
5
0

4
,
3
0
0

790

125 125

7
5

1
,
3
5
0

1,170 3,150

2,025 1,650

1
,
4
3
0

7
5

1
,
3
5
0

2
,
1
2
5

1
,
3
5
0

3,600

210210 3,180

1,4002
8
0

4,500 3,500

750 3,000 750

4,500 3,500

750 3,000 750

3,000207.5 207.5

3,415

4
,
8
0
0

2
0
7
.
5

2
0
7
.
5

5
,
2
1
5

3,000207.5 207.5

3,415

4
,
8
0
0

2
0
7
.
5

2
0
7
.
5

5
,
2
1
5

4
,
8
0
0

1
,
1
5
0

2
,
2
0
0

1
7
0

4
,
8
0
0

1
,
1
5
0

1
7
0

2
,
2
0
0

1
7
0

1
7
0

1,650 1,025

140 890
140

1,170

1
4
0

1
,
4
9
0

1
4
0

1
,
7
7
0

1,345

※本図面は、工事概要を示すものであり、発注図とは異なる。



改修前　南立面図　　　　S=1/100

改修前　東立面図　　　　S=1/100

2

3

2

4

2

1

10

10

17

A

B

CD

E

3

2

2

15

3
2

2

B 11

9

48

6

6

6

6

3

2 1-2

6

G

H

A1→1/100
A3→1/200

岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事

岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）設計業務

改修前　立面図(1)

・ ・・

設計年月

図面名称

図面番号業務名称工事名称

ＯＧＡＳＡＨＡＲＡ　Ａrchitects ＆ Ｅngineers

株式会社 小笠原設計

管理建築士 辻 英明 １ 級建築士登録番号第293456号

１ 級建築士事務所大阪府知事登録（ タ ） 第593号

令和　3年　８月

ＮＯＴＥ

A-12

8

8

2-1

2-1

記号 部位 仕上

1-1

1-2

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

防水Mo

防水Mo+塗膜防水

総合研究棟　改修前外部仕上

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

幅木

庇

竪樋

窓

屋外階段

玄関ﾎﾟｰﾁ

ｽﾛｰﾌﾟ

ﾀﾗｯﾌﾟ(PH部)

側面

庇裏

外壁

ｽﾗﾌﾞ裏

腰壁

打継目地(水平) ｼｰﾘﾝｸﾞ(PS-2)、25×15

床下換気口 鋳鉄製　420×170

18

天井換気口 塩ﾋﾞ製　SLP60φ

手摺:ｽﾁｰﾙ製34φSOP塗　手摺子控:27.2φ＠3600　SOP塗　手摺子:19φ＠150SOP塗

GP100A、SOP塗　、支持金物 : ｽﾁｰﾙ製、SOP塗

ｱﾙﾐ製建具

亜鉛ﾒｯｷ製19φ　400×200

Mo+AEP

Co+Mo

Co+外装薄塗材E

Co+外装薄塗材E

伸縮目地(垂直) ｼｰﾘﾝｸﾞ(PS-2)、25×1519

Co+Mo

戸 ｽﾁｰﾙ製建具、SOP塗

※
※
※

特記事項

記号 部位 仕上

EV棟　改修前外部仕上

A

B

C

D

E

外壁

幅木

ALC＋外装薄塗材E

ALC＋外装薄塗材E

手摺

屋上手摺

Co

手摺:ｽﾁｰﾙ製34φSOP塗　手摺子控:27.2φ＠3600　SOP塗　手摺子:19φ＠150SOP塗

戸 ｽﾁｰﾙ製建具、SOP塗F

手摺壁

Co+外装薄塗材E

Co+外装薄塗材E

Co+外装薄塗材E

手摺

G 竪樋 VPφ65　SOP塗

手摺 ｱﾙﾐ製　手摺H

工事対象範囲外を示す

RC壁撤去範囲を示す

撤去範囲を示す

SUS

[撤去]

2

外壁(PH部共)

外壁

2-1

Co+外装薄塗材E

Co+複層塗材E

ひび割れ(0.2㎜未満)

ひび割れ(0.2㎜以上)吹付面

補修方法

Uｶｯﾄｼﾙ材充填工法
(可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)

Uｶｯﾄｼﾙ材充填工法
(可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)

下地補修項目（東・南面）

設計数量

28.84ｍ

-　ｍ

鉄筋腐食(0.1m未満) 露筋(防錆)補修の上
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法57.36ｍ

SD-17

※本図面は、工事概要を示すものであり、発注図とは異なる。



A1→1/100
A3→1/200

岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事

岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）設計業務

改修前　立面図(2)

ひび割れ(0.2㎜未満)

ひび割れ(0.2㎜以上)吹付面

補修方法設計数量

改修前　北立面図　　　　S=1/100

改修前　西立面図　　　　S=1/100

・ ・・

設計年月

図面名称

図面番号業務名称工事名称

ＯＧＡＳＡＨＡＲＡ　Ａrchitects ＆ Ｅngineers

株式会社 小笠原設計

管理建築士 辻 英明 １ 級建築士登録番号第293456号

１ 級建築士事務所大阪府知事登録（ タ ） 第593号

令和　3年　８月

ＮＯＴＥ

下地補修項目（西・北面）

-　ｍ

50.20ｍ

4

1

2

2

17

2

8

8 4

9

2

17

3

2

2

9

6

6

3

21-2

6

1-2 1-1

3

6

6

A-13

8

A F

11

8

10

G

D

B

E

C

B

F

G

H

Uｶｯﾄｼ-ﾙ材充填工法
(可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)

Uｶｯﾄｼ-ﾙ材充填工法
(可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)
Uｶｯﾄｼ-ﾙ材充填工法
(可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)2-1

2-1

2-1

2-1

記号 部位 仕上

1-1

1-2

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

防水Mo

防水Mo+塗膜防水

総合研究棟　改修前外部仕上

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

幅木

庇

竪樋

窓

屋外階段

玄関ﾎﾟｰﾁ

ｽﾛｰﾌﾟ

ﾀﾗｯﾌﾟ(PH部)

側面

庇裏

外壁

ｽﾗﾌﾞ裏

腰壁

打継目地(水平) ｼｰﾘﾝｸﾞ(PS-2)、25×15

床下換気口 鋳鉄製　420×170

18

天井換気口 塩ﾋﾞ製　SLP60φ

手摺:ｽﾁｰﾙ製34φSOP塗　手摺子控:27.2φ＠3600　SOP塗　手摺子:19φ＠150SOP塗

GP100A、SOP塗　、支持金物 : ｽﾁｰﾙ製、SOP塗

ｱﾙﾐ製建具

亜鉛ﾒｯｷ製19φ　400×200

Mo+AEP

Co+Mo

Co+外装薄塗材E

Co+外装薄塗材E

伸縮目地(垂直) ｼｰﾘﾝｸﾞ(PS-2)、25×1519

Co+Mo

戸 ｽﾁｰﾙ製建具、SOP塗

※
※
※

特記事項

記号 部位 仕上

EV棟　改修前外部仕上

A

B

C

D

E

外壁

幅木

ALC＋外装薄塗材E

ALC＋外装薄塗材E

手摺

屋上手摺

Co

手摺:ｽﾁｰﾙ製34φSOP塗　手摺子控:27.2φ＠3600　SOP塗　手摺子:19φ＠150SOP塗

戸 ｽﾁｰﾙ製建具、SOP塗F

手摺壁

Co+外装薄塗材E

Co+外装薄塗材E

Co+外装薄塗材E

手摺

G 竪樋 VPφ65　SOP塗

手摺 ｱﾙﾐ製　手摺H

工事対象範囲外を示す

RC壁撤去範囲を示す

撤去範囲を示す

SUS

[撤去]

2

外壁(PH部共)

外壁

2-1

Co+外装薄塗材E

Co+複層塗材E

鉄筋腐食(0.1m未満) 露筋(防錆)補修の上
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法5.32ｍ

ﾎﾞﾝﾍﾞ庫【撤去】階段【撤去】 階段【撤去】

※本図面は、工事概要を示すものであり、発注図とは異なる。



記号 部位 仕上

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

外壁(PH部共)

幅木

庇

竪樋

窓

戸

屋外階段

玄関ﾎﾟｰﾁ

ｽﾛｰﾌﾟ

ﾀﾗｯﾌﾟ(PH部)

側面

庇裏

外壁

ｽﾗﾌﾞ裏

腰壁

ｽﾁｰﾙ製建具、SOP塗

打継目地(水平)

床下換気口

18

天井換気口 塩ﾋﾞ製　SLP60φ

屋上手摺

ｱﾙﾐ製建具

1-1

1-2

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

Co+Mo

Co+Mo

(既設面防水Mo)塗膜防水[X-2工法]

(既設面防水Mo+塗膜防水)塗膜防水[X-2工法]

手摺:ｱﾙﾐ製手摺 新設

新設

新設

新設

新設

(既設面)AEP塗替

(既設面)外装薄材E吹替

(既設面)外装薄材E吹替

新設

ｼｰﾘﾝｸﾞ(PU-2)、25×15

高圧洗浄

A1→1/100
A3→1/200

岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事

岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）設計業務

改修後　立面図(1)

伸縮目地(垂直)19 ｼｰﾘﾝｸﾞ(PU-2)、25×15

新設

総合研究棟　改修後外部仕上

新設

新設

(既設面)ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ[洗浄仕上]

(既設面)DP塗替

改修後　南立面図　　　　S=1/100

改修後　東立面図　　　　S=1/100

※
※
※

特記事項

・ ・・

設計年月

図面名称

図面番号業務名称工事名称

ＯＧＡＳＡＨＡＲＡ　Ａrchitects ＆ Ｅngineers

株式会社 小笠原設計

管理建築士 辻 英明 １ 級建築士登録番号第293456号

１ 級建築士事務所大阪府知事登録（ タ ） 第593号

令和　3年　８月

ＮＯＴＥ

記号 部位 仕上

A

B

C

D

外壁

幅木

手摺

屋上手摺E

戸F

EV棟　改修後外部仕上

ｽﾁｰﾙ製建具、SOP塗　塗替

ｱﾙﾐ製手摺

SUS　ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

新設

手摺壁

20 壁塞ぎ 150角・200角・300角 100φ 250φ150φ

2

17

A

B

CD

E

3

2

2

B 11

9

88

6

6

2 1-2

6

G 竪樋 ｽﾃﾝﾚｽ製φ65

G

A-14

工事対象範囲外を示す

RC壁新設範囲を示す

4

ﾓﾙﾀﾙ補修範囲を示す

1-21-1
2

ｽﾃﾝﾚｽ製100A　、支持金物 : ｽﾃﾝﾚｽ製

ｱ

記号 摘要

[新設]

[新設]

ｱ

ｲ

ﾓﾙﾀﾙ充填+複層塗材E

ﾓﾙﾀﾙ充填+複層塗材E

壁塞ぎ　H400xW500xD90

壁塞ぎ　H400xW300xD90

(既設面)複層塗材E

(既設面)複層塗材E

(既設面)複層塗材E

(既設面)複層塗材E

(既設面)複層塗材E

(既設面)複層塗材E

(既設面)複層塗材E

2

3

2

2

4

1

10

2

2

6

6

8

10

※本図面は、工事概要を示すものであり、発注図とは異なる。



記号 部位 仕上

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

外壁(PH部共)

幅木

庇

竪樋

窓

戸

屋外階段

玄関ﾎﾟｰﾁ

ｽﾛｰﾌﾟ

ﾀﾗｯﾌﾟ(PH部)

側面

庇裏

外壁

ｽﾗﾌﾞ裏

腰壁

ｽﾁｰﾙ製建具、SOP塗

打継目地(水平)

伸縮目地(垂直)

床下換気口

18

19

天井換気口 塩ﾋﾞ製　SLP60φ

屋上手摺

ｱﾙﾐ製建具

1-1

1-2

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

Co+Mo

Co+Mo

(既設面防水Mo)塗膜防水[X-2工法]

(既設面防水Mo+塗膜防水)塗膜防水[X-2工法]

手摺:ｱﾙﾐ製手摺 新設

新設

新設

新設

新設

(既設面)AEP塗替

(既設面)外装薄材E吹替

(既設面)外装薄材E吹替

新設

ｼｰﾘﾝｸﾞ(PU-2)、25×15

ｼｰﾘﾝｸﾞ(PU-2)、25×15

新設

高圧洗浄

A1→1/100
A3→1/200

岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事

新設

総合研究棟　改修後外部仕上

(既設面)ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ[洗浄仕上]

(既設面)DP塗替

改修後　北立面図　　　　S=1/100

改修後　西立面図　　　　S=1/100

・ ・・

設計年月

図面名称

図面番号業務名称工事名称

ＯＧＡＳＡＨＡＲＡ　Ａrchitects ＆ Ｅngineers

株式会社 小笠原設計

管理建築士 辻 英明 １ 級建築士登録番号第293456号

１ 級建築士事務所大阪府知事登録（ タ ） 第593号

令和　3年　８月

ＮＯＴＥ

150角・200角・300角 100φ 250φ150φ

200角 200角

20

20

150角

150角

20

20

2020

20

20

20

250φ

20

20

20

150角

100φ

150φ

20

4

1

2

2

2

17

2

2

8

8

2

17

3

2

2

2

A

C D

B

B

E

F

11

8

9

8

6

21-2

6

3

2

6

6

G

改修後　立面図(2)

岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）設計業務

6

A-15

9

1-2 1-1
棟番号「N21」

20

18

ｽﾃﾝﾚｽ製100A　、支持金物 : ｽﾃﾝﾚｽ製

G
H

20

300角 300角

500角

500角

300角

300角

ｱｱｲｱｱ

記号 摘要

[新設]

[新設]

ｱ

ｲ

ﾓﾙﾀﾙ充填+複層塗材E

ﾓﾙﾀﾙ充填+複層塗材E

壁塞ぎ　H400xW500xD90

壁塞ぎ　H400xW300xD90

(既設面)複層塗材E

(既設面)複層塗材E

(既設面)複層塗材E

(既設面)複層塗材E

4
21

※
※
※

特記事項

記号 部位 仕上

A

B

C

D

外壁

幅木

手摺

屋上手摺E

戸F

EV棟　改修後外部仕上

ｽﾁｰﾙ製建具、SOP塗　塗替

ｱﾙﾐ製手摺

SUS　ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

手摺壁

ｽﾃﾝﾚｽ製φ65

RC壁新設範囲を示す

ﾓﾙﾀﾙ補修範囲を示す

鋼製3方枠、SOP塗

G

H

竪樋

枠

新設

新設

(既設面)複層塗材E

(既設面)複層塗材E

(既設面)複層塗材E

20

21

壁塞ぎ

庇 ｱﾙﾐ製

新設

新設

工事対象範囲外を示す 代替進入口を示す

欠番

20

18 18 18

18

18

※本図面は、工事概要を示すものであり、発注図とは異なる。



改修前　　　矩計図　1:50 改修後　　　矩計図　1:50

縮尺岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事

・ ・・

設計年月

図面名称

図面番号業務名称工事名称

ＯＧＡＳＡＨＡＲＡ　Ａrchitects ＆ Ｅngineers

株式会社 小笠原設計

管理建築士 辻 英明 １ 級建築士登録番号第293456号

１ 級建築士事務所大阪府知事登録（ タ ） 第593号

令和　3年　８月

ＮＯＴＥ

A1→1/50
 A3→1/100

岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）設計業務

廊下

廊下

廊下

廊下

DCBA

▽
2FL

▽
3FL

▽
4FL

▽
RFL

15,200

6,400 6,400

廊下

廊下

廊下

CBA

▽
1FL

▽
2FL

▽
3FL

▽
4FL

▽
RFL

15,200

6,400 6,400

廊下

図書室2-5 図書室2-2

中央ｻｰﾊﾞｰ室教員室4-2

先端超伝導共同研究室　物性物理実験室 　磁性実験室

　界面科学化学実験室  化学第1共同機器室

数学機械室

A

B

外壁

C 幅木

笠木

D 屋上

改修前

部位記号 仕上

外部仕上

E 庇

庇裏

犬走り
手摺：GPφ34×2.2　SOP屋上手摺

手摺子：GPφ19＠150　SOP

手摺控：GPφ27.2×1.9＠3600　SOP

ﾄﾞﾚﾝ 鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝφ65

ﾄﾞﾚﾝ 鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝφ100

ﾄﾞﾚﾝ

硬質塩ﾋﾞ製

縦どい
塩ビ製換気孔φ60換気孔

改修前 内部仕上

部位記号 仕上

1 天井

天井2

天井3

4

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Co+外装薄塗材E

Co+Mo

天端・笠木：Co+防水ﾓﾙﾀﾙ塗

Co+外装薄塗材E A

B

外壁

C 幅木

笠木

D 屋上

部位記号 仕上

外部仕上

縦どい

換気孔

L

M

N

改修後

床

床

LGS+岩綿吸音板(ｱ)12

天井

10

11

12

13

10

10

10

10

10

10
10

鋳鉄製中継ﾄﾞﾚﾝφ100

立上り：防水Mo+塩ﾋﾞｼｰﾄ防水(ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ共)

防水Mo+塗膜防水

幅木 VH　H=100

床

7

7

7

10

8

8

9

7 7

7

6

(既設面)下地調整+塗膜防水[X-2工法]

E 庇

庇裏

犬走り

屋上手摺

F

G

H ｱﾙﾐ製手摺

(既設面)下地調整+外装薄塗材E吹替

ﾄﾞﾚﾝ

ﾄﾞﾚﾝ

ﾄﾞﾚﾝ

I

J

K 鋳鉄製中継ﾄﾞﾚﾝφ100

平場:(既設面)下地調整+断熱材B+
　　　遮熱性塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水(ｱ)1.5
　　　[S-M2工法]　(脱気筒共)

立上り:(既設面)下地調整+遮熱性塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水
　　　　(ｱ)1.5[S-F2工法]　(ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ共)

ｽﾃﾝﾚｽ製φ100(掴み金物)

内部仕上

部位記号 仕上

1 天井

天井2

天井3

4

5

6

7

改修後

LGS+GB-R(ｱ)12.5+DR(ｱ)9.0

既Co+EP-G塗替

8

幅木

床

床

LGS+GB-D(ｱ)9.5　

[新設]

既Mo+下地調整+VS(ｱ)2

Mo+下地調整+VS(ｱ)2

O 換気口 (既設面)ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ[洗浄仕上]換気口O

P 建具

平場：Co＋ｱｽﾌｧﾙﾄ防水＋押えCo(ｱ)60
　　　+塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水(脱気筒共)

ｱﾙﾐ製建具　

[新設]

[撤去]

[撤去]

[撤去]

[撤去]

Mo　VT(ｱ)2

Mo　VS(ｱ)2.5

鋳鉄製床下換気口420×170SUSﾈｯﾄ張り

[撤去]

[撤去]

[撤去]

[撤去]

[撤去]

Co+外装薄塗材E

[撤去]

[撤去]

Co+EP

5

6

7 Mo+AEP

Mo+EEP壁

壁

壁

壁

天井

8

9 [撤去]

[撤去]

[撤去]

[撤去]

[撤去]

[撤去]

[撤去]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

壁・柱

LGS+GB-R(ｱ)9.5下地+ｽﾗﾌﾞ岩綿吸音材(ｱ)20

幅木・天端・立上り：Co+防水Mo

[撤去]

[撤去]

[撤去]

[撤去]

LGS+GB-R(ｱ)9岩綿吸音板(ｱ)12銅網張

LGS+石綿板(ｱ)5

GB-R(ｱ)12.5+壁紙張

LGS65+GW(ｱ)50+化粧石綿板(ｱ)5

銅網張+軽量Co+塗床

改修ﾄﾞﾚﾝ(縦引)φ65

改修ﾄﾞﾚﾝ(縦引)φ100

(ｽﾄﾚｰﾅのみ)

(ｽﾄﾚｰﾅのみ)

(ｽﾄﾚｰﾅのみ)

(ｽﾄﾚｰﾅのみ)

(ｽﾄﾚｰﾅのみ)

既設Mo+EP-G塗替

VH　H=60

床 [新設]
9 既Mo+下地調整+FVS(ｱ)2

既Co+下地調整+塵塗料塗
+OA(H=150)+帯電防止VT既設のまま

先端超伝導材料
開発共同実験室

203

303

402408

310

209

115

ﾋﾟｯﾄ ﾋﾟｯﾄﾋﾟｯﾄ ﾋﾟｯﾄ

MoCUT

MoCUTMoCUT

MoCUTMoCUT

MoCUTMoCUT

MoCUTMoCUT

MoCUT

MoCUT

116121

209

実用数学ｾﾞﾐﾅｰﾙ室

406 410

213

118

10

GPφ100　FP塗(掴み金物)

ｱ

ｲ

額縁 ｱﾙﾐ額縁　40×25

ｳ

ｴ

ｵ

枠

沓摺

通気孔ｶ

廻縁 ｱﾙﾐ廻縁

廻縁 ﾋﾞﾆﾙ廻縁

[撤去]

[撤去]

[撤去]

[撤去]

木製　銅板張

木製　銅板張

断熱材ｷ
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

床14

床15

OA(H=130)+VT(ｱ)2 [撤去]

[撤去]軽量Co押え　ｱﾙﾐ二重床　静電防止ﾀｲﾙ

平場・立上り:

立上り・天端：

(既設面)下地調整+塗膜防水[X-2工法]

(既設面)下地調整+塗膜防水[X-2工法]

ｱﾙﾐ製

11

11

11

11 11

LGS+GB-F(ｱ)12.5+12.5+EP-G(耐火1H)

ｱ

ｲ

額縁 ｱﾙﾐ額縁　85×25

ｱﾙﾐ廻縁

ｳ 通気孔

断熱材

[新設]

[新設]

ｴ

既設のまま

既設のまま

ｵ

廻縁

[新設]

10

11

床

壁

[新設]

[新設]

集水桝集水桝

Q 建具 ｱﾙﾐ製建具

P (既設面)下地処理+Mo塗ｶｯﾀｰ
切り後
補修

[新設]

[新設]

PP

PP

PP

PP

PP

PP7

7

MoCUT

A-16

MoCUT

CoCUT

ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切を示す

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切を示す

凡例

CoCUT CoCUT

断熱材

改修前・後　矩計図

▽
1FL

断熱材A吹付

発泡断熱材打込み(ｱ)25

[撤去]

[新設](ｽﾄﾚｰﾅのみ)

MoCUT

MoCUT

MoCUT

MoCUT

MoCUT

MoCUT

MoCUTMoCUT

MoCUT

MoCUT

MoCUT

MoCUT MoCUT

MoCUT

MoCUT

D

ｽﾃﾝﾚｽ製

教員室3-3 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ3-1

砕石(C-40)

壁 既Mo+断熱材A+GB-R(ｱ)12.5+EP-G(GL)

 粉体教授室 ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

309313

(既設面)下地調整+複層塗材E
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※本図面は、工事概要を示すものであり、発注図とは異なる。



工 事 請 負 契 約 書（案） 
 
 
     工 事 名  岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事 
 
     請負代金額  金          円也 
         （うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金         円也） 
    上記消費税及び地方消費税の額は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法第

72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、請負代金額に 110 分の 10 を乗じて得た額で

ある。 
 
 
 発注者 国立大学法人岡山大学 と、受注者            との間において、上記の

工事（以下「工事」という。）について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結

し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 
 
第 １ 条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成するものとする。 
第 ２ 条 工事は、岡山県岡山市北区津島中三丁目 1 番 1 号（岡山大学津島団地構内）におい

て施工する。 
第 ３ 条 着工時期は、令和  年  月  日とする。 
第 ４ 条 完成期限は、令和 ４年 ２月２８日とする。 
第 ５ 条 契約保証金は、金        円以上を納付するものとする。ただし、有価証券等

の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えること

ができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結

を行った場合は、契約保証金を免除する。 
第 ６ 条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。 
第 ７ 条 請負代金（前払金及び中間前払金を含む。）は、受注者からの適法な請求に基づき３回

以内に支払うものとする。 
第 ８ 条  請負代金については、金         円以内の額を前払金として前払するものと

する。この支払いは、請求書及び前払金保証事業会社の保証証書を受理した日から１４日

以内にするものとする。 
第 ９ 条  請負代金については、金          円以内の額を中間前払金として前払する

ものとする。この支払いは、請求書及び前払金保証事業会社の保証証書を受理した日から

１４日以内にするものとする。 
第１０条 請負代金（前払金及び中間前払金を含む。）の請求書は、岡山大学施設企画部施設企画

課総務・契約担当に送付するものとする 
第１１条 完成通知書は、岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当に送付するものとする。 
第１２条 別記の工事請負契約基準第３７を次のとおり読み替えるものとする。 

第３７ 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入

費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕

費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払

に充当してはならない。ただし、平成２８年４月１日から令和４年３月３１日までに、新

たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和３年４月１日から令和４年３月３１日

までに払出しが行われるものについては、前払金の１００分の２５を超える額及び中間前

払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用

に係る支払に充当することができる。 

第１３条  別記の工事請負契約基準第３５第８項、第５３第３項及び第５５第２項中の遅延利息率

は、「年２．５％」である。 
第１４条 解体工事等に要する費用については、別紙のとおりとする。 

第１５条 この契約についての一般的約定事項は、発注者が定めた別記の工事請負契約基準による



ものとする。 
第１６条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者

とが協議して定めるものとする。 
第１７条 この契約に関する訴えについては、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

する。 
 
 
 
 

上記契約の成立を証するため、発注者･受注者は、次に記名し印を押すものとする。 
この契約書は 2 通作成し、双方で各 1 通を所持するものとする。 

    
 
 
 

 
 
令和 ３年  月  日 

 
 
                      発  注  者 
 
                       岡山市北区津島中一丁目１番１号 
                       国立大学法人岡山大学 
                           学 長  槇 野 博 史 
 
 
                         受 注  者 
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（参 考）

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

（建設リサイクル法）の概要

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）は，平成 12 年 5
月 31 日に公布され，その後総則，基本方針等，解体工事業に係る部分について段階的に

施行されましたが，本法律の最も重要な部分である建設工事にあたっての分別解体等・再

資源化等の義務付け等に係る規定が平成 14 年 5 月 30 日より施行されたことにより完全施

行となった。

Ⅰ．分別解体等及び再資源化の義務付け
建設工事の現場における特定建設資材廃棄物を基準に従って分別（＝分別解体等）し

つつ工事を施工，分別した特定建設資材廃棄物の再資源化等

１．建設工事の規模に関する基準（法第9条，政令第2条）

工 事 の 種 類 規模の基準

建築物に係る解体 ８０㎡ 以上

建築物に係る新築・増築 ５００㎡ 以上

建築物に係る新築，増築，解体以外（修繕，模様替） １億円 以上

その他の工作物に係る解体・新築 ５００万円 以上

（注）基準面積は床面積の合計，金額については請負代金相当額。

２．分別解体等の施工方法（法第9条第2項，省令第2条第1項）

① 対象建設工事に係る建築物等に関する事前調査の実施

建築物等，周辺，作業場所，搬出経路，残存物品，付着物等

② ①の調査に基づく分別解体等の計画の作成

③ ②の計画に従い，工事着手前における作業場所の確保等の事前措置の実施

作業場所・搬出経路の確保，残存物品の搬出，付着物の除去等

④ ②の計画に従い，工事の施工

３．分別解体等の手順（法第9条第2項，省令第2条第3，4項）

①建築物

ア 建築設備，内装材等の取り外し

イ 屋根ふき材の取り外し

ウ 外装材及び構造耐力上必要な部分（基礎及び基礎ぐい以外を除く）の取り壊し

エ 基礎及び基礎ぐいの取り壊し

②工作物（建築物以外のもの）

ア さく，照明設備・標識等の附属物の取り外し

イ 工作物のうち基礎以外の部分の取り壊し

ウ 基礎及び基礎ぐいの取り壊し

４．分別解体等の方法（法第9条第2項，省令第2条5，6項）

①手作業又は手作業及び機械による作業

②建築設備，内装材，屋根ふき材等の取り外しの場合は，原則，手作業による。



５．特定建設資材廃棄物（法第2条第5，6項，政令第1条）

① コンクリート塊

② アスファルト・コンクリート塊

③ 廃木材

Ⅱ．これら義務付けを確保するための措置
(1) 発注者・受注者間の契約手続きに関する規定を定め，都道府県知事に対する工事の事

前届出，発注者から受注者への適正なコストの支払い等を確保

(2) 解体工事業者の登録制度の創設により，不良・不適格業者の解体工事への参入を抑止

し，解体工事の適正な施行を確保（平成13年5月30日施行済み）

Ⅲ．法・施行令（抄）

○分別解体等実施義務

（法第 9 条）特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資

材を使用する新築工事等であって，その規模が第三項又は第四項の建設工事の規模に関

する基準以上のもの（以下「対象建設工事」という。）の受注者又はこれを請負契約に

よらないで自ら施工する者は，正当な理由がある場合を除き，分別解体等をしなければ

ならない。

（法第 2 条 3 項）この法律において「分別解体等」とは，次の各号に掲げる工事の種別

に応じ，それぞれ当該各号に定める行為をいう。

一 建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の全部又は一部を解体する建

設工事（以下「解体工事」という。）建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材

廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為

二 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事（以下「新築工事等」という。）

当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事

を施工する行為

○建設工事の規模に関する基準

（政令第 2 条）法第 9 条第 3 項の建設工事の規模に関する基準は，次に掲げるとおりと

する。

一 建築物に係る解体工事については，当該建築物（当該解体工事に係る部分に限る。）

の床面積の合計が 80 ㎡であるもの

二 建築物に係る新築又は増築の工事については，当該建築物（増築工事にあっては，

当該工事に係る部分に限る。）の床面積の合計が 500 ㎡であるもの

三 建築物に係る新築工事等（法第 2 条第 3 項第 2 号に規定する新築工事等をいう。以

下同じ。）であって前号に規定する新築または増築の工事に該当しないものについて

は，その請負代金の額（法第 9 条第 1 項に規定する自主施工者が施工するものについ

ては，これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次

号において同じ。）が 1 億円であるもの

四 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については，その請負代金の額

が，5 百万円であるもの



○特定建設資材廃棄物

（法第 2 条 5 項）この法律において「特定建設資材」とは，コンクリート，木材その他

の建設資材のうち，建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な

利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり，かつ，その再資源化が経済性の面に

おいて制約が著しくないと認められるものとして政令で定めるものをいう。

（法第 2 条 6 項）この法律において「特定建設資材廃棄物」とは，特定建設資材が廃棄

物となったものをいう。

（政令第 1 条）法第２条第５項のコンクリート，木材その他建設資材のうち政令で定め

るものは，次に掲げる建設資材とする。

一 コンクリート

二 コンクリート及び鉄からなる建設資材

三 木材

四 アスファルト・コンクリート

○再資源化等

（法第 2 条 8 項）この法律において建設資材廃棄物について「再資源化等」とは，再資

源化及び縮減をいう。

（法第 2 条 4 項）この法律において建設資材廃棄物について「再資源化」とは，次に掲

げる行為であって，分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬または処分（再生す

ることを含む）に該当するものをいう。

一 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について，資材又は原材料として利用す

ること（建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。）ができる状態にする行為

二 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができる

もの又はその可能性のあるものについて，熱を得ることに利用することができる状態

にする行為

（法第 2 条 7 項）この法律において「縮減」とは，焼却，脱水，圧縮その他の方法によ

り建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいう。

（法第 16 条）対象建設工事受注者は，分別解体等に伴った生じた特定建設資材廃棄物に

ついて再資源化しなければならない。ただし，特定建設資材廃棄物でその再資源化につ

いて一定の施設を必要とするもののうち政令で定めるもの（以下この条において「指定

建設資材廃棄物」という。）に該当する特定建設資材廃棄物については，主務省令で定

める距離に関する基準の範囲内に当該指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設

が存在しない場所で工事を施工する場合その他地理的条件，交通事情その他の事情によ

り再資源化をするには相当程度に経済性の面での制約があるものとして主務省令で定め

る場合には，再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

（政令第 4 条）法第 16 条ただし書の政令で定めるものは，木材が廃棄物になったものと

する。

（省令第 3 条）法 16 条の主務省令で定めた距離に関する基準は，50 キロメートルとす

る。

○対象建設工事の届出に係る事項の説明等

（法第 12 条）対象建設工事の請負契約（他の者から請け負ったものを除く。）を発注し

ようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は，当該発注しよう

とするものに対し，少なくとも第 10 条第 1 項第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につい

て，これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。



（法第 10 条）対象建設工事の発注者は又は自主施工者は，工事に着手する日の七日前ま

でに，主務省令に定めるところにより，次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なけれ

ばならない。

一 解体工事である場合においては，解体する建築物等の構造

二 新築工事等である場合においては，使用する特定建設資材の種類

三 工事着手の時期及び工程の概要

四 分別解体等の計画

五 解体工事である場合においては，解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見

込み

六 その他主務省令で定める事項

（法第 11 条）国の期間又は地方公共団体は，前条第 1 項の規定により届出を要する行為

をしようとするときは，あらかじめ，都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

○対象建築工事の請負契約に係る書面の記載事項

（法第 13 条）対象建設工事の請負契約（当該対象建設工事の全部又は一部について下請

契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。）の

当事者は建設業法第 19 条第 1 項に定めるもののほか，分別解体等の方法，解体工事に要

する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し，署名又は記名押印をして相互

に交付しなければならない。



（参考書式６）

説 明 書

平成 年 月 日

国立大学法人岡山大学

施設企画部長 殿

氏名（法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名）

（郵便番号 － ）電話番号 － －

住所

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第１項の規定により，対象建設

工事の分別解体等の計画等に係る事項について説明します。

記

１．工事の名称

２．工事の場所

３．説 明 内 容

４．添 付 資 料

①別表（別表１から３のうち該当するものに必要事項を記載したもの）

□別表１（建築物に係る解体工事）

□別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替））

□別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））

②工程の概要を示す資料（できるだけ）図面，表等を利用する。）

□欄には，該当個所に「レ」を付すこと。



別表 1 (A4)
建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等
建築物の構造 木造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造

鉄骨造 コンクリートブロック造 その他 （ ）
建築物の状況 築年数 年、棟数 棟

建 築 物 に 関 その他（ ）

す る 調 査 の 周辺状況 周辺にある施設 住宅 商業施設 学校

結果 病院 その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）

建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容

作業場所 作業場所 十分 不十分
その他（

搬出経路 障害物 有（ ） 無
建築物に関 前面道路の幅員 約 ｍ

する調査の 通学路 有 無
結果及び工 その他（ ）

事着手前に 残存物品 有
実施する措 （ ）

置の内容 無

特定建設資材 有
への付着物 （ ）

無
その他

工程 作業内容 分別解体等の方法

工 ①建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の取り外し 手作業

程 有 無 手作業・機械作業の併用
ご 併用の場合の理由( )
と

の ②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し 手作業

作 有 無 手作業・機械作業の併用
業 併用の場合の理由( )
内

容 ③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し 手作業

及 有 無 手作業・機械作業の併用
び

解 ④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し 手作業

体 有 無 手作業・機械作業の併用
方

法 ⑤その他 その他の取り壊し 手作業

( ) 有 無 手作業・機械作業の併用

工事の工程の順序 上の工程における①→②→③→④の順序

その他 ( )
その他の場合の理由 ( )

内装材に木材が含まれる場合 ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し

可 不可
不可の場合の理由（ ）

建築物に用いられた建設資材の量の見込み トン
廃 特定建設資材廃棄物の種類ごと 種類 量の見込み 発生が見込まれる部分 (注)

棄 の量の見込み及びその発生が見 コンクリート塊 ① ② ③ ④

物 込まれる建築物の部分 トン ⑤

発 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ① ② ③ ④

生 トン ⑤

見 建設発生木材 ① ② ③ ④

込 トン ⑤
量 (注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他

備 考

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。



別表２ (A4)
建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）

分別解体等の計画等
使用する特定建設 コンクリート コンクリート及び鉄から成る建設資材

資材の種類 アスファルト・コンクリート 木材

建築物の状況 築年数 年、棟数 棟

建 築 物 に 関 その他（ ）

す る 調 査 の 周辺状況 周辺にある施設 住宅 商業施設 学校

結果 病院 その他（ ）

敷地境界との最短距離 約 ｍ

その他（ ）

建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容

作業場所 作業場所 十分 不十分

その他（ ）

建築物に関 搬出経路 障害物 有（ ） 無

する調査の 前面道路の幅員 約 ｍ

結果及び工 通学路 有 無

事着手前に その他（ ）

実施する措 特定建設資材への 有

置の内容 付着物（修繕・模 （ ）

様替工事のみ） 無

その他

工程 作業内容

①造成等 造成等の工事 有 無

工

程 ②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事 有 無

ご

と ③上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事 有 無

の

作 ④屋根 屋根の工事 有 無

業

内 ⑤建築設備・内装等 建築設備・内装等の工事 有 無

容

⑥その他 その他の工事 有 無

( )

廃 特定建設資材廃棄物の種類ごと 種類 量の見込み 使用する部分又は発生が見

棄 の量の見込み並びに特定建設資 込まれる部分 (注)

物 材が使用される建築物の部分及 コンクリート塊 ① ② ③ ④

発 び徳地建設資材廃棄物の発生が トン ⑤ ⑥

生 見込まれる建築物の部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ① ② ③ ④

見 トン ⑤ ⑥

込 建設発生木材 ① ② ③ ④

量 トン ⑤ ⑥

(注) ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他

備 考

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。



別表３ (A4)
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

分別解体等の計画等
工作物の構造 鉄筋コンクリート造 その他 （ ）

（解体工事のみ）
工事の種類 新築工事 維持・修繕工事 解体工事

電気 水道 ガス 下水道 鉄道 電話
その他（ ）

使用する特定建設資材の種類 コンクリート コンクリート及び鉄から成る建設資材
（新築・維持・修繕工事のみ） アスファルト・コンクリート 木材

工作物の状況 築年数 年
工作物に関 その他（ ）
する調査の 周辺状況 周辺にある施設 住宅 商業施設 学校

結果 病院 その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）

工作物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容

作業場所 作業場所 十分 不十分
その他（ ）

工作物に関
する調査の 搬出経路 障害物 有（ ） 無
結果及び工 前面道路の幅員 約 ｍ
事着手前に 通学路 有 無
実施する措 その他（ ）
置の内容 特定建設資材への 有

付着物（解体・維 （ ）
持・修繕工事のみ） 無
その他

工程 作業内容 分別解体等の方法

工 ①仮設 仮設工事 有 無 手作業
程 手作業・機械作業の併用
ご
と ②土工 土工事 有 無 手作業
の 手作業・機械作業の併用
作
業 ③基礎 基礎工事 有 無 手作業
内 手作業・機械作業の併用
容
及 ④本体構造 本体構造の工事 有 無 手作業

び 手作業・機械作業の併用
解
体 ⑤本体付属品 本体付属品の工事 有 無 手作業

方 手作業・機械作業の併用
法

⑥その他 その他の工事 有 無 手作業
( ) 手作業・機械作業の併用

工事の工程の順序 上の工程における⑤→④→③の順序
（解体工事のみ） その他 ( )

その他の場合の理由 ( )
工作物に用いられた建設資材の量

の見込み（解体工事のみ） トン
廃 特定建設資材廃棄物の種類ごとの 種類 量の見込み 使用する部分又は発生が見
棄 量の見込み（全工事）並びに特定 込まれる部分 (注)
物 建設資材が使用される工作物の部 コンクリート塊 ① ② ③ ④
発 分（新築・維持・修繕工事のみ） トン ⑤ ⑥
生 及び特定建設資材廃棄物の発生が ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ① ② ③ ④
見 見込まれる工作物の部分（新築・ トン ⑤ ⑥
込 維持・修繕工事のみ） 建設発生木材 ① ② ③ ④
量 トン ⑤ ⑥

(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他

備 考

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。


